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1 1 1 14 1
設計変更ガ
イドライン

発注者および受注者は、「工事請負契約における設
計変更ガイドライン（大阪府都市整備部）」を遵守する
ものとし、契約書第 26 条（臨機の措置）に該当する場
合を除き下記の場合は契約変更の対象としない。
①契約書及び土木工事共通仕様書に定められている
所定の手続を経ていない場合
②書面による指示や協議がない場合（口頭のみの場
合）
③設計図書に明示のない事項について、発注者との
協議を行わず、受注者が独自の判断で施工した場合
④発注者と受注者との協議が整っていない時点で施
工した場合
⑤承諾事項として施工した場合

1 1 1 14 1
設計変更ガ
イドライン

発注者および受注者は、「工事請負契約における設
計変更ガイドライン（大阪府都市整備部）」を遵守する
ものとし、契約書第 26 条（臨機の措置）に該当する場
合を除き下記の場合は契約変更の対象としない。
①契約書及び土木工事共通仕様書に定められている
所定の手続を経ていない場合
②変更協議書による指示や協議がない場合（口頭の
みの場合）
③設計図書に明示のない事項について、発注者との
協議を行わず、受注者が独自の判断で施工した場合
④発注者と受注者との協議が整っていない時点で施
工した場合
⑤承諾事項として施工した場合

1 1 1 30 2
排出ガス対
策型建設機
械

(1)受注者（下請業者を含めたすべての業者）は、大阪
府内における自動車ＮＯｘ・ＰＭ（ノックス・ピーエム）法
の対策地域内の工事現場を発着するトラック等の同
条例の対象自動車については、「大阪府生活環境の
保全等に関する条例」に従い適合車等標章（ステッ
カー）を貼付した車種規制適合車等を使用しなければ
ならない。また、受注者は、監督職員の指示により工
事現場において使用する車種規制適合車の写真撮
影を行い、提出するものとする。

1 1 1 30 2
排出ガス対
策型建設機
械

(1)受注者（下請業者を含めたすべての業者）は、大阪
府内における自動車ＮＯｘ・ＰＭ（ノックス・ピーエム）法
の対策地域内の工事現場を発着するトラック等の同
条例の対象自動車については、「大阪府生活環境の
保全等に関する条例」に従い車種規制適合車等を使
用しなければならない。

土木工事共通仕様書附則　新旧対照表

旧【H２８年７月版】 新【H３１年４月版】

改訂理由等



1 1 1 44 4
現場代理人
の雇用確認

現場代理人について当該社員として直接的な雇用関
係を確認する書類は下表によることとする。

1 1 1 44 4
現場代理人
の雇用確認

現場代理人について当該社員として直接的な雇用関
係を確認する書類は下表によることとする。
なお、発注者が直接雇用に関する証明書類（原本）の
提示を求めた場合は、受注者は提示に応じなければ
ならない。

【追加】 1 1 1 45 1
配置技術者
の雇用関係

（1） 受注者は、配置技術者について当該社員として
入札公告で定める雇用関係を有するものを配置しな
ければならない。
（2） 発注者は、配置技術者が受注者と入札公告で定
める雇用関係を有していないことを発見した場合、ま
た、その後に適切な配置技術者を配置できなかった
場合は、発注者による契約解除の対象となる場合が
ある。
なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由とし
て大阪府建設工事入札参加停止要綱に基づく入札参
加停止措置を行う場合がある。

【追加】 1 1 1 45 2
配置技術者
の雇用確認

配置技術者について当該社員として直接的かつ恒常
的な雇用関係（以下、「直接雇用等」という。）を確認す
る書類は下表によることとする。
 なお、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原
本）の提示を求めた場合は、受注者は提示に応じなけ
ればならない。

【追加】 1 1 1 45 3 その他
その他ここに定めのない事項は、監理技術者制度運
用マニュアルに準じる。


